
議 第 ５ １ 号  

 

家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ３ 月 ９ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を

定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め

る 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 中 「 場 合 」 の 次 に 「 若 し く は 同 条 第 １ ０ 項 第 ３ 号 の 規 定 に 基

づ き 保 育 を 必 要 と す る 児 童 で あ っ て 満 ３ 歳 以 上 の も の に つ い て 保 育 を

行 う 場 合 」 を 加 え る 。  

第 ６ 条 第 １ 項 中 「 事 項 」 の 次 に 「 （ 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 第 ３ 号 に

掲 げ る 事 業 （ 以 下 「 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 」 と い う 。 ） を 行

う 事 業 者 （ 以 下 「 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 」 と い う 。 ） に あ

っ て は 、 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 ） 」 を 加 え 、 同 項 第 ３ 号 中 「

家 庭 的 保 育 事 業 者 等 」 の 次 に 「 （ 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 者 を

除 く 。 第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 第 ７ 項 中 「

の も の に 限 る 。 ） 」 の 次 に 「 又 は 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 行

う 事 業 所 」 を 加 え る 。  

第 １ ８ 条 第 ６ 号 中 「 利 用 定 員 」 の 次 に 「 （ 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保

育 事 業 者 に あ っ て は 、 満 ３ 歳 以 上 の 幼 児 の 利 用 定 員 ） 」 を 加 え る 。  

第 ２ ７ 条 中 「 小 規 模 保 育 事 業 Ｂ 型 」 及 び 「 小 規 模 保 育 事 業 Ｃ 型 」 の
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次 に 「 （ 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規 模 保 育 事 業 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

第 ２ ９ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 法 第 ６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 第 ２ 号 」 を 「 法 第

６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 」 に 改 め る 。  

第 ３ ５ 条 中 「 第 ６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 」 を 「 第 ６ 条 の ３ 第 １ ０ 項 第 １ 号 」  

に 改 め る 。  

第 ４ ８ 条 中 「 と 、 同 条 第 ４ 号 中 「 次 号 」 と あ る の は 「 第 ４ ８ 条 に お

い て 準 用 す る 第 ２ ８ 条 第 ５ 号 」 」 を 削 る 。  

附 則 第 ４ 項 中 「 家 庭 的 保 育 事 業 者 等 （ 」 の 次 に 「 満 ３ 歳 以 上 限 定 小

規 模 保 育 事 業 者 及 び 」 を 加 え る 。  

附 則 第 ７ 項 中 「 家 庭 的 保 育 事 業 等 」 の 次 に 「 （ 満 ３ 歳 以 上 限 定 小 規

模 保 育 事 業 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

2



 

参
考

資
料

 

 
新

潟
県

柏
崎

市
家

庭
的

保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る

条
例

（
平

成
２

７
年

２
月

２
６

日
条

例
第

７
号

）

改
正
後
 

改
正
前
 

（
最
低
基
準
の
目
的
）
 

（
最
低
基
準
の
目
的
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
で
定
め
る
最
低
基
準
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児

（
満
３
歳
に
満
た
な
い
者
に
限
り
、
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
２
号
、
同
条
第
10
項
第
２
号
、
同
条

第
11
項
第
２
号
又
は
同
条
第
12
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ

っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
保
育
を
行
う
場
合
若
し
く
は
同
条
第
10
項
第
３
号
の
規
定
に
基

づ
き
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童
で
あ
っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
（
以
下
「
利
用
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
が
、
明
る
く
衛

生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
が
保
育
を
提
供
す
る

こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
２
条
 
こ
の
条
例
で
定
め
る
最
低
基
準
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
利
用
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児

（
満
３
歳
に
満
た
な
い
者
に
限
り
、
法
第
６
条
の
３
第
９
項
第
２
号
、
同
条
第
10
項
第
２
号
、
同
条

第
11
項
第
２
号
又
は
同
条
第
12
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
保
育
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で
あ

っ
て
満
３
歳
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
（
以
下
「
利
用
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
が
、
明
る
く
衛
生
的
な
環
境
に
お
い
て
、
素
養
が
あ

り
、
か
つ
、
適
切
な
訓
練
を
受
け
た
職
員
が
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
心
身
と
も
に
健
や
か

に
育
成
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
２
項
、
第
14
条
第
１

項
及
び
第
２
項
、
第
15
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
、
第
16
条
並
び
に
第
17
条
第
１
項
か
ら
第

３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及

び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
３
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な

教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
18
年
法
律
第
12
0号

）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学

校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
法
第
６
条
の
３
第
10
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
（
以
下
「
満

３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事
業
者
（
以
下
「
満
３
歳
以
上
限
定
小
規

模
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
事
項
）
に
係
る
連
携

協
力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に

確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
６
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
行
う
者
（
以
下
「
居
宅
訪
問
型
保
育
事

業
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
２
項
、
第
14
条
第
１

項
及
び
第
２
項
、
第
15
条
第
１
項
、
第
２
項
及
び
第
５
項
、
第
16
条
並
び
に
第
17
条
第
１
項
か
ら
第

３
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
保
育
が
適
正
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
、
及

び
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
保
育
の
提
供
の
終
了
後
も
満
３
歳
以
上
の
児
童
に
対
し
て
必
要
な

教
育
（
教
育
基
本
法
（
平
成
18
年
法
律
第
12
0号

）
第
６
条
第
１
項
に
規
定
す
る
法
律
に
定
め
る
学

校
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
育
が
継
続
的
に
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も

園
（
以
下
「
連
携
施
設
」
と
い
う
。
）
を
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
を
除
く
。
第
６
項
及

び
第
７
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
（
事
業
所
内
保

育
事
業
（
法
第
６
条
の
３
第
12
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

利
用
乳
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
６
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該
利

用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ
て

(３
) 

当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
り
保
育
の
提
供
を
受
け
て
い
た
利
用
乳
幼
児
（
事
業
所
内

保
育
事
業
（
法
第
６
条
の
３
第
12
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
利
用
乳
幼
児
に
あ
っ
て
は
、
第
42
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
乳
児
又
は
幼
児
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
６
項
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
保
育
の
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
当
該

利
用
乳
幼
児
に
係
る
保
護
者
の
希
望
に
基
づ
き
、
引
き
続
き
当
該
連
携
施
設
に
お
い
て
受
け
入
れ

て
教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

3



 

改
正
後
 

改
正
前
 

教
育
又
は
保
育
を
提
供
す
る
こ
と
。
 

２
～
６
 
（
略
）
 

２
～
６
 
（
略
）
 

７
 
前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、

法
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
20
人
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
又
は
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
を
行
う
事
業
所
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認

め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
前
項
（
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、

法
第
59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
20
人
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携

協
力
を
行
う
施
設
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

 

（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
運
営
規
程
）
 

 
（
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
部
の
運
営
規
程
）
 

第
18
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
18
条
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
す
る
規

程
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(６
) 

乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
に
あ
っ
て

は
、
満
３
歳
以
上
の
幼
児
の
利
用
定
員
）
 

(６
) 

乳
児
、
幼
児
の
区
分
ご
と
の
利
用
定
員
 

(７
)～

(1
1)
 
（
略
）
 

 

(７
)～

(1
1)
 
（
略
）
 

 

（
小
規
模
保
育
事
業
の
区
分
）
 

（
小
規
模
保
育
事
業
の
区
分
）
 

第
27
条
 
小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
（
満
３
歳
以
上
限

定
小
規
模
保
育
事
業
を
除
く
。
）
及
び
小
規
模
保
育
事
業
Ｃ
型
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事

業
を
除
く
。
）
と
す
る
。
 

 

第
27
条
 
小
規
模
保
育
事
業
は
、
小
規
模
保
育
事
業
Ａ
型
、
小
規
模
保
育
事
業
Ｂ
型
及
び
小
規
模
保
育

事
業
Ｃ
型
と
す
る
。
 

 

（
職
員
）
 

（
職
員
）
 

第
29
条
 
（
略
）
 

第
29
条
 
（
略
）
 

２
 
保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
１
を

加
え
た
数
以
上
と
す
る
。
 

２
 
保
育
士
の
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
に
１
を

加
え
た
数
以
上
と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
児
童
 
お
お
む
ね
15
人
に
つ
き
１
人
（
法
第
６
条
の
３
第

10
項
第
２
号
又
は
第
３
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
 

(３
) 

満
３
歳
以
上
満
４
歳
に
満
た
な
い
児
童
 
お
お
む
ね
15
人
に
つ
き
１
人
（
法
第
６
条
の
３
第

10
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
き
受
け
入
れ
る
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

(４
) 

（
略
）
 

(４
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

（
利
用
定
員
）
 

（
利
用
定
員
）
 

第
35
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｃ
型
は
、
法
第
６
条
の
３
第
10
項
第
１
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
利
用
定
員
を
６
人
以
上
10
人
以
下
と
す
る
。
 

 

第
35
条
 
小
規
模
保
育
事
業
所
Ｃ
型
は
、
法
第
６
条
の
３
第
10
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
用

定
員
を
６
人
以
上
10
人
以
下
と
す
る
。
 

 

（
準
用
）
 

（
準
用
）
 

第
48
条
 
第
24
条
か
ら
第
26
条
ま
で
及
び
第
28
条
の
規
定
は
、
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
24
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
26

条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事

業
を
行
う
者
（
第
48
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
26
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保

育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
25
条
及
び
第
26
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
、
第
28
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
、
同
条
第
１
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
調
理
設

備
（
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
設
置
及
び
管
理
す
る
事
業
主
が
事
業
場
に
附
属
し
て

設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
48
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
48
条
 
第
24
条
か
ら
第
26
条
ま
で
及
び
第
28
条
の
規
定
は
、
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
24
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
者
（
次
条
及
び
第
26

条
に
お
い
て
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事

業
を
行
う
者
（
第
48
条
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
及
び
第
26
条
に
お
い
て
「
小
規
模
型
事
業
所
内
保

育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
25
条
及
び
第
26
条
中
「
家
庭
的
保
育
事
業
者
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
」
と
、
第
28
条
中
「
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
」
と
あ
る
の
は

「
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
」
と
、
同
条
第
１
号
中
「
調
理
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
調
理
設

備
（
当
該
小
規
模
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
を
設
置
及
び
管
理
す
る
事
業
主
が
事
業
場
に
附
属
し
て

設
置
す
る
炊
事
場
を
含
む
。
第
48
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条

第
４
号
中
「
次
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
48
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
28
条
第
５
号
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。
 

 

附
 
則
 

附
 
則
 

１
～
３
 
（
略
）
 

１
～
３
 
（
略
）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）
 

４
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模
保
育
事
業
者
及
び
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内

保
育
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
第
59
条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
第
６
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
15
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除
く
。
）
は
、
連
携
施
設
の

確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
59
条
第
４
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ

る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合
は
、
第
６
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
15
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
の
確

保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
・
６
 
（
略
）
 

５
・
６
 
（
略
）
 

（
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）
 

（
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
所
の
職
員
配
置
に
係
る
特
例
）
 

７
 
保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
27
条

第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
（
満
３
歳
以
上
限
定
小
規
模

保
育
事
業
を
除
く
。
）
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
29
条
第
２
項
各
号
又
は
第

44
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
が
１
と
な
る
時
は
、
第
29
条
第
２
項
又
は
第
44
条
第
２
項

７
 
保
育
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
27
条

第
１
項
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
家
庭
的
保
育
事
業
等
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
当
分
の
間
、
第
29
条
第
２
項
各
号
又
は
第
44
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
数
の
合
計
数
が
１
と
な

る
時
は
、
第
29
条
第
２
項
又
は
第
44
条
第
２
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
は
１
人
以
上
と
す
る
こ
と

5



 

改
正
後
 

改
正
前
 

に
規
定
す
る
保
育
士
の
数
は
１
人
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る
保
育
士
の

数
が
１
人
と
な
る
時
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、
保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と

市
長
が
認
め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配
置
さ
れ
る
保
育
士
の
数
が
１
人
と
な
る
時
は
、
当
該
保
育
士
に
加
え
て
、

保
育
士
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
市
長
が
認
め
る
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
～
10
 
（
略
）
 

８
～
10
 
（
略
）
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